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１． 目的 

この選択約款は、エネルギーの供給を通じて地域のお客さまの豊かな暮らしを支え、地域

の発展に貢献することを目的といたします。 

 

２． 契約の変更 

当社は、この選択約款を変更することがあります。この場合、当社は変更内容をあらかじめお客

さまに通知の上、ガス料金その他の供給条件を変更後の選択約款等によるものとします。 

 

３． 用語の定義 

この選択約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 

(1) 「主契約」とは、当社が定める次のうちいずれかの約款に基づくガス小売契約をいいます。 

  ①ガス小売供給約款 

  ②家庭用コージェネレーション契約（選択約款） 

  ③家庭用温水暖房契約（選択約款） 

  ④家庭用冬期契約（選択約款：2025年 4月 1日以降は新規申込停止） 

  ⑤家庭用空調契約（選択約款：2025年 4月 1日以降は新規申込停止） 

 (2) 「付帯契約」とは、主契約に付帯して締結する契約をいいます。 

(3) その他の用語については、主契約の用語の定義のとおりといたします。 

 

４． 適用条件 

この選択約款は、当社の供給区域において次の条件を満たし、お客さまがこの選択約款の適用

を希望された場合に適用いたします。 

(1) 当社と主契約を締結し、都市ガスを使用していること。 

(2) 東北電力株式会社が提供する以下の料金プランを契約して供給を受けていること。 

  ①よりそう+ファミリーバリュー 

  ②よりそう+eねっとバリュー 

  ③よりそう+ナイト＆ホリデー 

 

５． 契約の締結 

(1) この選択約款に関する契約は、当社が申し込みを承諾した時に成立いたします。 

(2) 申し込みの際は、所定の方法により当社に申し込んでいただきます。 
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６． 割引額等 

 (1) 当社は、主契約に定める料金表を適用して算定した料金から、別表に定めた額を割引いた

します。 

(2) 当社は、料金について、その計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切

り捨てます。 

(3) 原則として、お客さまが適用条件を満たし、当社が申し込みを承諾した月の翌月の定例検

針日以降に使用したガス料金から割引を適用いたします。 

 

７． 解約および契約の解除 

(1) お客さまのガス使用計画に変更がある場合、または２.によりこの選択約款が変更された場

合は、この契約を変更または解約することができるものといたします。 

(2) 当社に契約違反があった場合、またはお客さまに契約違反があった場合（４.の適用条件を

満たさなくなった場合を含みます。）には、相互に契約を解除できるものといたします。 

 

８． その他 

その他の事項については、主契約に準じます。 
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付  則 

 

１ 実施期日 

この選択約款は 2026年 2月 1日から実施いたします。 

 

 

（別表） 

割引額 

1か月につき 
１００.００円  

（消費税等相当額を含みます。） 

 

 


